
11. 約款の変更

12. お問い合せ連絡先

（1）本約款は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、弊社は以下の場合に、弊社の裁量
　  により本約款を変更することがあります。
　 ①本約款の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。
　 ②本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その
     他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
（2）前項により、弊社が本約款を変更する場合、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容
     ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに変更の旨を掲示します。
（3）変更後の本約款の効力発生日以降に、使用者が本サービスを利用したときは、本約款の変更に
     同意したものとみなします。

グローリーサービス株式会社
電話番号：0570-024-248

（２）使用者の方の責により貸しロッカーに認証させた交通系ICカード（以下「交通系ICカード」といいます）、
     解錠用暗証番号レシート（以下「レシート」といいます）の紛失や置き忘れ等により、ロッカーの解錠が
     必要となった場合は、当方の定めによる所定のロッカー解錠代行手数料を請求させていただきます。
     

当日営業時間において、24時間につき、表示された料金です。
利用期間を越え以降も延長して使用された場合には、24時間につき、料金を

追加料金としていただきます。

預け入れ後3日間となります。


